
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表紙は、西播磨水道企業団が目指す「安心で安定した水道水を持続して供給できる水道事業」を、一滴一滴の水が

永い年月をかけて集まり川となり、生きる者に命と潤いを与えてくれることでイメージしました。 
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第１章 水道ビジョンの策定にあたって 

 
 
１ 趣旨  

当企業団は、常に「安心」で良質な水道水を、低廉な価格で「安定」

的に供給することを基本的使命として運営しています。 

しかしながら、減少し続ける水需要や施設の更新・整備に要する多

額の投資などが不安定要素として見込まれていることに加えて、給水

の安全性や安定性に対する社会的要求がいっそう高まってきている

ことなどから、今後の事業経営は、さらに厳しくなることが予想され

ます。 

そのため、経費の削減やアセットマネジメント（資産管理）※ 1 を用

いた中長期的な視点に立った施設更新等により効率的な水道事業経

営を行い、経営健全化及び経営基盤強化を図っていく必要があります。 

今後も、当企業団においては、「安心」で「安定」した水道水の供

給の「持続」を基本に、お客さまから信頼される効率的な事業経営に

努め、「環境」との共生を図りつつ、都市基盤として安心できる水道

事業を目指します。 

本水道ビジョンは、水道事業の現状と将来の見通しを分析・評価し、

その結果を基に当企業団のあるべき姿を、平成１６年６月に厚生労働

省が策定した『水道ビジョン』の政策課題である「安心」、「安定」、「持

続」、「環境・国際」の目標に分類し策定したものです。 

また、本水道ビジョンは、事業を実施する際に計画時と必要性が変

化していないか等について、事業評価※ 2 や見直しを逐次実施していき

ます。 

 
 

 

 

 

第１章 水道ビジョンの策定にあたって 

※ 1 アセットマネジメントとは、水道施設の更新時期を平準化し、低コストな維持・補修・更

新を効率よく管理するための資産管理手法のことです。  

※ 2 事業評価とは、実施する取組が効果的であるか、効率的であるか等について、明確化し評

価を行い、改善を加えていく仕組みです。  
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第１章 水道ビジョンの策定にあたって 

２ 位置付け  
本水道ビジョンは、厚生労働省が策定した「水道ビジョン」に基づ

き、「相生市総合計画」及び「たつの市総合計画」並びに「中期経営

プラン（西播磨水道企業団）」との整合を図りながら作成しました。 

また、総務省「公営企業の経営に当たっての留意事項について（通

知）」（平成２１年７月）に留意し作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間及び目標年度  
計画目標年度：平成３４年 

 

 

 

 

 

水 道 ビ ジ ョ ン 

（厚生労働省） 

相 生 市 総 合 計 画 

たつの市総合計画 

中 期 経 営 プ ラ ン 

（西播磨水道企業団） 

西播磨水道企業団水道ビジョン 

平成 35 年～平成 62 年  

作成  

平成 23 年～平成 34 年  平成 22 年  

アセットマネジメント  

(30～ 40 年先の更新需要と財政収支の見通し )  

作成  

作成  

水道ビジョン  

水道事業基本計画  

将来像  

バックキャスト  

安 心  安  定  持  続  環境・国際

（総 務  省） 

公 営 企 業 の 経 営 に 当

た っ て の 留 意 事 項 に

ついて 
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第２章 水道事業の概要 

 
 
１ 位置及び地勢  

当企業団の行政区域は、兵庫県

の南西部に位置し、相生市、たつ

の市揖保川町・御津町で構成して

います。東西に約１７㎞、南北に

約２０㎞とＬ形の行政区域となっ

ており、周囲を２００ｍ～５００

ｍの山なみに囲まれ、西部及び中

央部は湾岸部にまで山が迫り東部

に揖保川が流れています。 

相生湾をとりまく形で大規模な

工業施設と住宅地が形成され、そ

れに隣接して東西に横断するＪＲ山陽本線と国道２号線に沿って市

街地が発展しています。また、播磨臨海工業地帯に隣接して市街地

が広がっています。 

北部は西播丘陵を源に千種川水系の矢野川が南流し、河川沿いに細

長い平野があり集落が形成されています。東部には、西播丘陵に囲

まれる形で揖保川から南西に広がる平坦な土地があり集落を形成し

ています。 

南部は、瀬戸内海の海岸沿いに丘陵地からの小さな河川により、放

射状に平野地が点在しそれぞれに集落を形成し、点在する集落を連

絡するように海岸部を国道２５０号線が横断しています。また、丘

陵地帯の一部は西播丘陵県立自然公園、南端は瀬戸内海国立公園に

それぞれ指定されるなど豊かな自然環境を有しています。 

第２章 水道事業の概要 
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第２章 水道事業の概要 

２ 沿革と背景  
 

当企業団の水道は、当初赤穂郡相生町（現･相生市）の上水道事業※ 1

として、昭和１１年１０月１２日付けで創設認可※ 2 を受け、計画１日

最大給水量３,０５０ 、計画給水人口２０,０００人（うち造船所

分：給水量※ 3５５０ 、給水人口※ 4５,０００人を含む。）の規模で昭

和１４年４月に給水を開始しました。 

 

 

 

 

 

その後、社会・経済の発展と生活水準の向上に伴う水需要の増加に対

応するため、昭和３０年度から１１年の歳月をかけて３次にわたる拡

張事業※ 5 を展開し、昭和４５年３月に計画１日最大給水量１９,００

０ 、計画給水人口４５,０００人と施設能力の拡張を図りました。

また、市街地周辺地区には井戸水の枯渇と水質の問題などから坪根、

野瀬・鰯浜、若狭野町及び矢野町の各地区に、それぞれ簡易水道事業※ 6

を設置しました。 

一方、揖保川町（現･たつの市）においては河内地区を除き、相生

市の水道事業から給水を受ける区域外給水として水道が普及してい

ました。南部に位置する河内地区では、独自に河内簡易水道事業とし

て昭和３３年１０月に認可を受け、直ちに着手し昭和３４年３月に完

成し給水を始め、以後２回の拡張を経て公営により給水が行われてい

ました。 

 

 

 

水道事業の沿革 

※ 1 上水道事業とは、計画給水人口が 5,000 人を超える水道事業のことをいいます。  

※ 2 認可とは 、水道事業を経営しようとする際に、厚生労働省大臣又は都道府県知事から受ける

認可 (水道法第 6 条第 1 項、第 26 条、第 46 条 )をいいます。  

※ 3 給水量とは、水道の利用者に供給する水量をいいます。  

※ 4 給水人口とは、給水区域（給水できる範囲）内に住み、給水を受けている人口のことです。  

※ 5 拡張事業 とは、人口の増加による計画給水量の増加等により、水源地、浄水場、配水池、水

道管路等を増設・改良することをいいます。  

※ 6 簡易水道事業とは、計画給水人口が 100 人を超え、5,000 人以下である水道事業のことをいい

ます。  

－創設時の野田水源地－  
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第２章 水道事業の概要 

 

地域的な広がりに加え給水需要の

増加に対処するため新しい水源地の

開発が必要となり、昭和４６年度に第

４次拡張事業の認可を受け、着手しま

した。相生市は水資源に恵まれない自

然的・地理的条件のため、創設事業と

同様に隣接の揖保川町に水源地を求

め、将来の水道行政と拡張事業などの

円滑な遂行を鑑み昭和４８年９月１日に新たな形態として、相生市と

揖保川町で「相生揖保川水道企業団」を創設しました。 

また、御津町（現･たつの市）の水道事業は昭和３０年度から２２

年の歳月をかけて、計画１日最大給水量６,４８０ 、計画給水人口

１４,０００人の規模で全町内に給水しましたが、産業の発展により

水質に問題が生じ昭和５４年７月に御津町から「水道企業団」へ加入

要望書が提出されました。協議を重ねた結果、昭和５７年１２月６日

付けをもって名称を「西播磨水道企業団」に改めて、相生市・揖保川

町・御津町が構成団体となり新たな企業団が発足しました。そして、

昭和５８年３月３１日付けで第５次拡張事業の認可を受け、計画１日

最大給水量４８,０００ 、計画給水人口７５,０００人の規模の事業

となりました。その後、安心で良質な水道水を供給するため、以後２

回の変更認可を受けたのち、新たな浄水処理施設整備の一環として、

平成１７年４月に第６次変更認可を受け、現在に至っています。そし

て、同年１０月１日付けで龍野市と揖保郡３町（新宮・揖保川・御津）

の１市３町が合併して「たつの市」となり、構成団体が相生市とたつ

の市の２市となりました。現在では、平成１７年度に策定した「中期

経営プラン」（計画期間：平成１８年度～平成２２年度）に基づき経

営の健全化の取組を行っているところです。 

 

企業団創設の背景 

－西播磨水道企業団庁舎－  
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第２章 水道事業の概要 

【事業名】 

 

坪根簡易水道事業 

昭和 50 年 2 月  

矢野簡易水道事業 

昭和 50 年 2 月  

河内簡易水道事業 

昭和 50 年 2 月  

上水道事業 

昭和 50 年 3 月  

第 4 次拡張事業（第２回変更） 

昭和 56 年 2 月 認可 

 

 

 

 

 

坪根簡易水道事業 

昭和 58 年 3 月 廃止 

矢野簡易水道事業 

昭和 58 年 3 月 廃止 

河内簡易水道事業 

昭和 58 年 3 月 廃止 

第 5 次拡張事業 

昭和 58 年 3 月 認可 

 

 

第 5 次拡張事業（第 1 回変更） 

平成 12 年 3 月 認可 
 

 

第 5 次拡張事業（第 2 回変更） 

平成 15 年 12 月 認可 
 

 

第 6 次変更事業 

平成 17 年 4 月 認可 

年度 【事業概要】 

 

相生市から引継ぎ 

 

相生市から引継ぎ 

 

揖保川町から引継ぎ 

 

相生市から引継ぎ 

 

 

計画 1 日最大給水量 

39,000  /日 

計 画 給 水 人 口 

65,000 人    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画 1 日最大給水量 

48,000  /日 

計 画 給 水 人 口 

75,000 人    

計画 1 日最大給水量 

40,000  /日 

計 画 給 水 人 口 

64,200 人    

計画 1 日最大給水量 

40,000  /日 

計 画 給 水 人 口 

64,200 人    

計画 1 日最大給水量 

32,100  /日 

計 画 給 水 人 口 

57,800 人    

 

 

昭和 49 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 55 年 

 

 

 

 

 

 

昭和 57 年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 11 年 

 

 

 

平成 15 年 

 

 

 

平成 17 年 

相生揖保川水道企業団の創設（昭和 48 年）  

西播磨水道企業団へ改名（昭和 57 年） 御津町加入  
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第２章 水道事業の概要 

３ 水道事業の概況  
現在給水人口（平成 21 年度末） 56,095人 

水道普及率 100％ 

水 源 名 原水種類 １日配水量 浄水処理方式 

市場水源地 浅井戸※ 1 19,000  
脱 炭 酸 処 理 ※ 3 ＋ 急 速

ろ 過 ※ 4＋ 膜 ろ 過 ※ 5 ＋

塩素消毒※ 6 

坂越水源地 伏流水※ 2 5,000  
薬 品 凝 集 ※ 7 ＋ 急 速 ろ

過＋塩素消毒 

野田水源地 浅井戸 1,000  
薬 品 凝 集 ＋ 急 速 ろ 過

＋塩素消毒 

（＋脱炭酸処理） 

野田南水源地 浅井戸 2,000  
薬 品 凝 集 ＋ 急 速 ろ 過

＋塩素消毒 

（＋脱炭酸処理） 

真広水源地 浅井戸 200  急速ろ過＋塩素消毒 

揖保水源地 浅井戸 6,000  塩素消毒 

中島水源地 浅井戸 2,800  予備水源 

水
源
施
設
の
種
別 

安室ダム 浄 水 4,500  予備水源 

配水池等施設（17 施設の全貯水量） 32,105  

導水・送水・配水管の延長 395km 

年間配水量 8,654,977  

１日最大給水量 30,190  

１人１日最大給水量 448   

有効率※ 8 90.5％ 

平
成 

年
度
実
績 有収率※ 9 90.1％ 

 

21 

※ 1 浅井 戸と は、 不圧地 下水（ 自由 面地 下水 ）を 取水す る井 戸の こと をい います 。一 般的 に深 度 は

10～ 30m 以内の比較的浅い地下水を汲み上げることから浅井戸と呼ばれています。  

※ 2 伏流 水とは、河川の流水が河床の地質や土質に応じて河床の下へ浸透し、水脈を保っている浅 い

地下水のことです。  

※ 3 脱炭 酸処理とは、原水に空気を吹き込むことにより、空気と接触させ遊離炭酸等の除去を行う こ

とをいいます。  

※ 4 急速 ろ過とは、原水に化学薬品（凝集剤）を注入し不純物を付着させ、砂層（層にした砂）の中

へ通すことで細かな不純物を取り除く浄水方法です。  

※ 5 膜ろ 過とは、原水を膜に通して溶解性成分などの小さな不純物まで分離除去する浄水方法です 。

※ 6 塩素 消毒とは、塩素の強い殺菌作用で飲料水中の病原菌等を殺菌することであり、水道法で 義務

付けられています。  

※ 7 薬品 凝集とは、ポリ塩化アルミニウム等を使用し、細かな不純物を付着させ大きな粒子を作る こ

とをいいます。  

※ 8 有効 率とは、有効水量（給水量の中で使用上有効とみられる水量）を給水量で除したものです 。

※ 9 有収率とは、料金徴収の対象となった水量を給水量で除したものです。  
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第２章 水道事業の概要 

４ 主要な水道施設の位置  
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第２章 水道事業の概要 

５ 給水人口と給水量  
給水人口は、平成１２年度から平成２１年度の１０年間の推移から

みると、これからも減少していくと予測されます。 

給水量は、給水人口の減少に伴い生活用有収水量も減少していくと

みられ、営業・業務用、工場用有収水量も社会経済の景気状況によっ

て微増はあると思われますが、全体的に減少していくと予測されます。 

 
  － 給水人口の推移 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  － 給水量の推移 － 
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第３章 現状と課題 

 
 
１ 安心  

 

当企業団は、浅井戸と伏流水を水源

としています。現在利用している水源

は、良好な水質に恵まれていますが、

近年ではクリプトスポリジウム等 ※ 1

指標菌 ※ 2 が検出された経緯がありま

す。そのため、安全な水を供給する目

的で、クリプトスポリジウム等対策の

検討、実施を行っています。 

 

 

給水水質につきましては、水質基準※ 3 を満たした安全な水道水を供

給しています。また、安全な水だけでなく、厚生労働省の「おいしい

水研究会」が示す「ミネラル、硬度、遊離炭酸、有機物質、臭気度、

残留塩素、水温」などの水質項目についても、適合しています。また、

水質監視については、事業年度開始前に「水質検査計画」を策定し、

ホームページなどで公表を行っています。そして、水質検査結果を企

業団で閲覧できるほか、ホームページなどで公表しています。 

給水水質については、１４か所の給水栓（蛇口）で、色、濁り、消

毒の残留効果について水質検査を毎日行っています。

第３章 現状と課題 

給水水質と水質監視 

原水水質 

※ 1 クリプトスポリジウム等とは、クリプトスポリジウムとジアルジアという２種類の原虫を指し

ます。この原虫は塩素に耐性があり、水道水の消毒程度の塩素濃度では殺菌できません。  

※ 2 指標菌とは、微生物指標として利用する 細菌あるいは細菌群である指標細菌を指しますが、こ

こでは クリプ トス ポリジ ウム等 の汚染 のお それを 判断す る大腸 菌及 び嫌気 性芽胞 菌のこ とを い

います。（嫌 気性芽胞菌とは、一般的には 、嫌気的条件で生育できる細菌で芽胞形成能をもつも

のをいいます。）  
※ 3 水質基準とは、水道法にて検査の義務が課せられているもので 50 項目あります。また、水質

基準以 外にも 、水 質管理 目標設 定項目 や要 検討項 目など もあり 、安 全のた め厳し い条件 とな っ

ています。  

－膜ろ過処理装置－  
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第３章 現状と課題 

 

 

・給水管 

当企業団では、安全な水を供給することを目的に事業を進めてきま

した。その結果、メーターまでの鉛製給水管※ 1 の取替えは、１００％

完了しています。しかしながら、メーター以降の鉛製給水管について

は、取替えられていない可能性がありますので、家の建替え時などに

給水管の調査をしていただき、鉛製給水管が残っている場合は取替え

をしていただくよう広報等にてお願いしています。 

・直結給水 

配水管からの給水方式は、直結式と貯水槽水道に大別されます。 

一般的な住宅の場合は、配水管から直接給水する直結式を採用して

いますが、マンションなどの中高層の建物や大口需要者は、受水槽、

ポンプと高置式水槽を設置して給水する貯水槽水道を採用していま

す。貯水槽水道の管理は設置者において行われるため、管理状況によ

っては、水質悪化が懸念されます。当企業団では、直結給水率が９７．

９％（平成２１年度）となっています。貯水槽水道に対してもアンケ

ート調査の実施や指導・助言等を行うとともに、管理方法を周知する

など水質保全に努めています。 

 

 

項  目 おいしい水の条件 企業団の水 内   容 

蒸発残留物 30～200mg/  84mg/  
ミネラルなどの含有量を示し、量が多いと苦味が増し、

適度に含まれるとまろやかな味がします。 

硬 度 10～100mg/  50.7mg/  
カルシウムとマグネシウムの含有量を示し、硬度の低

い水はくせがなく、高いと好き嫌いが出ます。 

有 機 物 等 3mg/ 以下 1.7mg/  
多いと渋くなり、また、塩素注入量も増えるのでまず

く感じます。 

遊 離 炭 酸 3～30mg/  4.3mg/  
水にさわやかな味を与えますが、多いと刺激が強く感

じます。 

臭 気 強 度 3 以下 1 においがつくと不快な感じがします。 

残 留 塩 素 0.4mg/ 程度以下 0.4mg/  
水に塩素臭を与え、濃度が高いと水の味をまずくしま

す。 

水 温 20℃以下 19℃ 
夏季に水温が高くなるとまずく感じます。冷すことに

よりおいしく飲めます。 

給水管と直結給水 

※ 1 鉛製の給水管で、一部の給水管 に使われていましたが、水を使わない場合に鉛が水道水に 溶

け出す可能性があるため、現在は使用されていません。  
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第３章 現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 1 業務指標とは、水道サービスの目的を達成しサービス水準を向上させるために、水道事業全

般について多面的に定量化するものであり、サービスの種々の側面を適正かつ公正に表すため

のものです。  
※ 2 公表事業体中央値とは、財団法人  水道技術研究センターより公表されている 3～ 10 万人規

模の水道事業体の 50%値を示します。公表値の無い項目については、「―」と表示しています。

直結給水  貯水槽式水道

－ 安心に関する現状 －  
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第３章 現状と課題 

２ 安定  
 

当企業団は、給水需要の増大に対応するために設立された経緯があ

り、計画的に水源の確保に努めてきました。 

その結果、平成２１年度においては、年間取水量８,６５５千 と

なっています。 

揖保水源地については、たつの市水道事業と共同で建設し、取水量

の６０％を権利として保有しています。相生市坪根地区については、

企業団施設から送水管の布設が完了するまでの期間を暫定的に赤穂

市水道事業からの供給にて対応しています。 

 

 

野田水源地などの創設期（昭和１４年）からの水道施設については、

補強や更新を順次行っていますが、高度成長期に整備された施設が多

く残っており、水道施設の耐震化に向けた取組は進んでいない状況に

あります。 

水源地については、主要な水源地である市場水源地は膜ろ過施設の

整備に併せて耐震化していますが、他の水源地については、耐用年数

※ 1 が過ぎるまでに新たな整備計画の中で順次整備していく必要があ

ります。 

配水池については、耐震性の高いＰＣ構造※ ２を採用しており、耐震

性のある施設と位置付けています。 

このような状況から、地震時に安定給水を行うため、耐震化の推進

を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

水源水量 

施設・管路の耐震性 

※ 1 耐用 年数 とは、 固定 資産がその 本来の用 途に使 用できると 見られる 推定の 年数のこと を い い

ます。水道事業においては地方公営企業法施行規則で年数が定められています。  
※ 2 ＰＣ 構造 とは、 プレ ストレスト コンクリ ート構 造の略で、 鋼線によ って締 め付け、あ ら か じ

め応力を与えたコンクリートによって造られたもので、一般的に水密性、耐久性及び耐震性が

高いとされています。  
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第３章 現状と課題 

 

災害等により、一部の水道施設が供給停止になった場合に、浄水の

貯留、停電時対策、系統間の連絡等のバックアップ能力を有すること

で、安定した給水を行うことができます。 

当企業団の配水池貯留能力は、平均配水量の約１.４日分（平成２

１年度実績）を確保しています。また、主要な水源地は、自家発電設

備やエンジン付ポンプを整備しており、停電により直ちに断水するわ

けではありませんが、系統間の連絡が十分とは言えず、施設統廃合を

併せた更新整備の検討が必要となっています。 

 

 

災害等により水道施設が被災し断水が生じた場合、応急給水※ 1 を行

います。現在の耐震貯水槽（３０ ）４基の整備では、十分な整備状

況とは言えず、配水池の耐震性強化を含めた応急給水体制の確立につ

いて検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックアップ能力 

応急給水体制 

※ 1 応急給水とは、地震等の非常時に各家庭から水道水が出なくなった場合に、給水車によっ

て、水道水を運搬したり、浄水場や配水池等で水が使えるようにすることをいいます。  
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第３章 現状と課題 

 

当企業団では「危機管理マニュアル※ 1」を策定し、災害や渇水、水

質汚染事故、大規模テロ等の危機に対応するための組織体制及び緊急

業務について定めています。また、西播磨広域防災訓練、相生市総合

防災訓練、たつの市防災訓練等に参加し、応急給水活動、水道施設復

旧活動訓練等、日頃から緊急時に対する備えを行っています。 

大規模地震等では、甚大な被害や広範囲の断水が発生するため、対

応には他の水道事業体等の応援が必要になります。当企業団では、「兵

庫県水道災害相互応援に関する協定※ 2」を結んでいるほか、西播磨上

下水道工事業協同組合と「災害時等による応急活動の協力に関する協

定」を結び、迅速な対応が行えるよう体制を整えています。 

 

 

水道施設への第三者の侵入は、水道水の汚染、器物破損、設備の無

断操作及び人身事故などを招くおそれがあります。施設の周辺をフェ

ンスで囲むなどの対策は行っていますが、施設の巡視方法を含め、防

犯体制をより一層強化する必要があります。 

 

 

 

 

    

 

 

危機管理体制 

侵入防止及び防犯対策 

※ 1 危 機管理マニュアルとは、地震や渇水等の危機が発生した場合に、水道事業者が応急対策 の

諸活動を迅速かつ的確に実施できる体制をつくり、通常給水の早期回復等を行うことを目的と

して作成されたマニュアルのことをいいます。  
※ 2 兵 庫県水道災害相互応援に関する協定は、水道災害時に兵庫県下の相互応援活動を円滑か つ

迅速に実施できるよう県内全市町、各水道企業団、日本水道協会兵庫県支部、兵庫県簡易水道

協会と締結しています。  

監視カメラ  

－監視カメラ－  
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第３章 現状と課題 

 

 

－ 安定に関する現状 －  
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第３章 現状と課題 

３ 持続  
 

・事業経営 

安全・安心で安定した水道水の供給を持続していくため、減少傾向

である事業収益を改善する目的で、平成１８年に「中期経営プラン」

を策定し、経営の効率化を推進するとともに、経営コストの削減に努

めています。 

また、平成２１年４月から地方公共団体の財政の健全化に関する法

律（平成１９年法律第９４号）が全面施行されました。財政健全化を

図るため、公的資金補償金免除繰上償還※ 1 を行い、早期の財政健全化

を図るための公営企業経営健全化計画を策定しています。 

・財務 

収益的収支において、収入の大部分は給水収益（水道料金）であり、

支出は水道事業を運営するための人件費、維持管理費、減価償却費、

支払利息などで構成されています。 

平成１８年度から実施している「中期経営プラン」により経営改善

を行ってきましたが、平成２１年度の収益的収支は、１,６８７万円

の純損失となるなど、大変厳しい財政運営を強いられています。 

今後も給水収益の減少が予測されるため、健全な経営を持続するた

めにも、経費削減による改善を行うとともに、必要に応じた料金改定

の検討も必要となっています。 

 

－ 直近の収益収支状況 － （単位：千円、税抜き） 

年度 
区分 

H17 H18 H19 H20 H21 

収入  1,113,671 1,066,725 1,106,606 1,064,514 1,008,879

支出  1,037,537 1,027,823 1,041,916 1,054,778 1,025,753

当年度 

純利益 
76,134 38,902 64,690 9,735 △ 16,873

未処分利

益剰余金 
266,853 127,958 172,648 162,384 143,510

 

事業経営・財務 

※ 1 繰上 償還とは、 地方 公共団体が借り入れている 地方債を、償還期限より前 に繰り上げて償 還

することです。  
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第３章 現状と課題 

 

・組織体制 

水道部長以下３２人の職員（平成２２年４月１日現在）で構成され

ており、総務課、財政課、施設課、営業課の４課の下に、係は庶務係、

管理係、財政係、管財係、施設係、維持係、浄水係、料金係、給水係

の９係で運営しています。平成２２年度においては、事務職員１３人、

技術職員 9 人、技能職員１０人の構成となっています。  

うち、技術職員の平均年齢が４４歳となっており、職員の高齢化が

進んでいます。安全で安定した水道水の供給を持続するには、技術継

承などの問題が今後の課題となっています。 

当企業団の組織体制は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・職員の育成 

安全で安定した水道水の供給を行うためには職員の能力向上が必要

となります。当企業団では、平成２１年度において、職員が取得して

いる法定資格延べ６０件となり、外部研修も延べ４４６時間と年々増

加し、職員の育成に努めています。また、定期的に職員の配置異動を

行い、全職員が水道事業に関する全ての業務に一度は携わることで、

知識と経験を積むことができる組織体制にも配慮しています。  

組織 
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第３章 現状と課題 

 

市場水源地等施設の運転維持管理業務、メーター検針業務の民間委

託などにより、民間企業が持つノウハウを利用して適正な日常管理を

行い、コスト削減に努めています。 

また、管路情報、給水情報を整理した管路情報システム、水道料金

システム、企業会計システムの導入により、事務の効率化を図ってい

ます。 

 

 

水道施設は、老朽化により信頼性が低下し、事故などの発生につな

がりますので、定期的な点検・整備と更新が必要になります。当企業

団では、高度成長期に整備された水道施設が法定耐用年数に近づいて

います。今後、法定耐用年数を超えた水道施設が多くなるため、老朽

化の状態を把握し、計画的に更新する必要があります。 

 

 

・広報 

当企業団では、広報紙やホームページなどを通じて、お客さまに情

報提供しています。また、水道事業に対する理解と関心を高めていた 

だくための様々な情報発信をしています。 

 ・利便性 

水道の使用開始・中止、転居、修繕などの申 

込み、手続は、当企業団の営業課及び出張所 

（平成２５年３月で廃止予定）の窓口対応のほ 

か、電話対応により申込みを受け付けています。 

また、料金の支払については、当企業団の営業課料金係の窓口にお

越しいただくか、金融機関の口座振替はもちろん、コンビニエンススト

アでも支払ができるように利便性の向上に努めています。 

 

運営管理 

水道施設 

サービス 
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第３章 現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 持続に関する現状 －  
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第３章 現状と課題 

４ 環境・国際  
 

当企業団では、地球温暖化対策への取組※ 1 として、庁舎内での使用

しない部屋、昼休みの消灯や残業時の部分消灯など不必要な電気の消

灯、不必要時のＯＡ機器の電源断等、公用車の燃料抑制のための経済

運転の徹底や公用車別使用量の把握及び管理等を行ってきました。 

地球温暖化防止に貢献するため、さらに省エネルギー化の推進や自

然エネルギー等の導入が必要となっています。 

 

 

浄水処理の過程において、排出

される原水に含まれる浮遊物（以

下、浄水発生土）を資源として有

効利用することが求められてい

ます。当企業団においても、園芸

用土やグランドの改良材への活

用など、浄水発生土の有効利用に

ついて検討を行っています。 

 

 

水道工事で発生する土、アスファルト、コンクリート等の建設副産

物を資源としてリサイクルすることが求められています。 

当企業団においては、積極的な取組を実施しており、平成２１年度

のリサイクル率は１００％となっています。 

 

 

 

 

 

電力消費、自然エネルギー利用 

浄水発生土の有効利用 

建設副産物のリサイクル 

※ 1 地球 温暖化対策への 取組とは、地球温暖化の防 止を図ることを目的として 行っている温室 効

果ガスの排出抑制等の措置を講じることです。  

－浄水発生土（天日乾燥床）－  
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第３章 現状と課題 

 

厚生労働省は水道ビジョンの中で有効率の目標値を９５％（中小規

模）と定めています。 

当企業団の有効率は平成２１年度において９０.５％であり、有効

率の向上について改善を図る必要があります。 

 

 

当企業団では海外への水道技術協力の実績はありませんが、国際協

力できるような体制や人材育成について検討が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際協力 

水資源有効利用 

－ 環境・国際に関する現状 －  
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第４章 基本目標 

 
 

当企業団では、ライフラインとしての水道の重要性を再認識し、

「安心と安全な暮らしをはぐくむ水道」を基本理念として揚げ、環

境と共生を図りつつ、都市基盤として安心できる水道事業の構築を

目標に、「安心」、「安定」、「持続」、「環境・国際」の視点から、基

本目標を次のように設定しました。 

 

１ 安心：将来にわたって安心して飲める水道水の供給 

  浄水処理施設の更新 

  水質監視の強化 

２ 安定：生活用水としての安定した給水体制の確立 

  水道施設の耐震化 

  応急給水拠点の整備 

  水質監視装置の整備 

  バックアップ機能の強化 

  危機管理対策 

  保安設備の充実 

３ 持続：効率的で持続可能な経営基盤の強化 

  維持管理体制の効率化 

  効率的な施設の整備 

  経営基盤の強化 

  サービスの向上 

  老朽化施設の更新 

４ 環境・国際：環境への貢献と国際協力 

  省エネルギー化と自然エネルギーの活用 

  水資源の有効利用 

  国際協力 

 

第４章 基本目標 
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第５章 基本方策 
 

 

１ 安心：将来にわたって安心して飲める水道水の供給  
 

安心で安全な給水を行うた

め、クリプトスポリジウム等

対策として、膜ろ過処理や紫

外線処理 ※ 1 等の浄水処理施

設 の 導 入 検 討 及 び 浄 水 方 法

変更の認可申請を行い、必要

な 水 源 地 に こ れ ら の 浄 水 処

理施設を導入します。また、

原水水質に応じた浄水処理施設への更新を実施します。 

 

 

水源から給水栓ま での水安全計

画※ 2 を策定し、水質検査計画の充実

を図るとともに、安全とおいしさの

基準となる項目に対する監視の強

化を図ります。また、給水栓検査を

実施している１４か所に２４時間

の連続自動水質監視装置 ※ 3 の導入

を行い、水質事故等に迅速かつ的確

に対応できるよう監視の強化を図

ります。 

第５章 基本方策 

水質監視の強化 

浄水処理施設の更新 

※ 1 紫外線処理 とは、塩素処理では死滅しないクリプトスポリジウム等に紫外線を照射すること

で不活化させる浄水方法です。  

※ 2 水安全計画 とは、水道システムの評価、監視方法及び対応等の文書化によって水道水の安全

性を保障するために、 WHO が提唱する計画のことをいいます。  

※ 3 連続自動水質監視装置とは、水道管路 の水質状況を 24 時間常時把握するもので、最適な浄水

処理及び残留塩素濃度管理を行うことが可能となる装置のことをいいます。  

－給水栓検査地点 14 か所配置図－  

－紫外線処理フロー（例）－  
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第５章 基本方策 
 

２ 安定：生活用水としての安定した給水体制の確立  
 

大規模地震等による水道施設の被災を最小限に抑えるため、現行の

耐震基準を満たしていない施設についての耐震化を図ります。 

構造物の耐震化への取組は、耐震基本計画※ 1 を策定し、耐震診断※ 2

の結果に基づき、施設の補強、更新等を行います。 

また、管路の耐震化への取組は、管路の被害想定に基づく配管の更

新整備計画を策定し、送水管や医療機関、避難場所へ配水している幹

線管路※ 3 など重要度、優先度の高い管路から耐震化を図ります。また、

地震による被災を最小限に抑え、応急復旧を迅速に実施することがで

きる計画を策定します。 

 

 

災害時に主要な配水池の貯水を確実に行うために、重要度の高い配

水池に緊急遮断弁※ 4 の設置を行います。また、スムーズに応急給水す

るために、運搬給水基地※ 5 となる水源地や、主要な配水池に応急給水

栓などの非常用給水設備の充実を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道施設の耐震化 

応急給水拠点の整備 

※ 1 耐震基本計画とは、水道施設の耐震化を進めるための診断基準と優先順位を策定する計画をい

います。  

※ 2 耐震診断とは、建物が地震に対して、どの程度の強度をもっているかを調べることをいいます。

※ 3 幹線管路とは、導水管、送水管及び大口径の配水管、重要な施設へ配水している配水管を称し

ています。  

※ 4 緊急遮断弁とは、地震による管路の破損などにより異常流量等を検知すると、自動的に緊 急閉

止できる機能を持ったバルブをいいます。  

※ 5 運搬給水基地とは、給水車に水を補給できる設備のある場所をいいます。  
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第５章 基本方策 
 

 

水源水質事故等に迅速に対応するため、市場水源地、坂越水源地に

導入している魚類監視装置※ 1 の設置を拡充し、水質監視をより充実し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災や事故等の非常時及び水道施設

の点検・更新時において安定した供給

を行うため、配水系統を見直し、他系

統との連絡ができるよう連絡管の整備

や施設統廃合を含めた更新整備を行い

ます。 

また、停電対策として、主要な水源

地に自家発電設備を設置していますが、 

設置していない施設もあることから、水源地以外の施設を含めて自家

発電設備の必要性について検証を行います。エンジン式ポンプのみの

施設についても、自家発電設備の設置について検討を行います。また、

落雷による被害がある施設は、落雷対策の検討を行います。 

 

 

 

水質監視装置の整備 

バックアップ機能の強化 

※ 1 魚類監視装置とは、魚の動きを画像処理し、活動状況から急性毒物の混入を 24 時間連続で

監視する装置をいいます。  

－魚類監視装置（全体）－  

－自家発電設備－  

－魚類監視装置（ﾓﾆﾀｰ）－  
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第５章 基本方策 
 

 

危機管理マニュアル等に基づき、非常時に迅速な対応を行えるよう

関連部署との調整、訓練を定期的に実施し、その結果を反映させるな

ど、内容の充実を図ります。 

 

 

水道施設への無断侵入に対応するため、保安設備が十分でない施設

に対して、監視カメラ、赤外線センサー等の設置及び侵入防止柵の強

化を行い、保安設備の充実を図ります。また、侵入防止柵のみの施設

については、巡視方法等の防犯体制の強化を図ります。 

 

危機管理対策 

保安設備の充実 
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第５章 基本方策 
 

３ 持続：効率的で持続可能な経営基盤の強化  
 

これまで業務の効率化を図ってきましたが、更なるコスト削減を実

現するために維持管理体制の見直しを行い、効果的な改善を進めると

共に、水道施設全体として、統一的かつ効率的な運転管理を行うため

の管理制御システムの構築等の調査や検討を行います。 

また、現在行っている人材育成の取組を継続し、一層の充実を図り

ます。 

 

 

安定的に供給ができ、更新及び維持管理のコストを低減するため、

施設の更新に併せて統廃合を行い、維持管理の効率化を図ります。 

統廃合では、配水系統の見直しを含めた配水管等の整備を検討し、

実施していきます。 

また、既存システムの定期的更新や、更なる効率化・省エネルギー

化を図るため、解析・制御を行うコンピュータやソフトウェアの整備

等の調査や検討を行います。 

 

 

給水収益が減少傾向にあり、経費が増大していく中で経営を持続し

ていくためには、経営の効率化などにより経費の削減を図り、健全財

政を維持していく必要があります。 

財政の健全化を図るため、企業債の繰上償還制度が継続する限り、

企業債支払利息の削減へ向けた取組を継続します。また、整備事業を

進める上では、投資の優先順位付けを行い、効率的な資金の活用を図

ります。 

 

 

 

維持管理体制の効率化 

効率的な施設の整備 

経営基盤の強化 
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第５章 基本方策 
 

 

お客さまのニーズを把握するため、施設の見学会や研修会、アンケ

ート等を充実し、お客さまの意見をより的確に把握し、事業の運営に

役立たせます。 

また、お客さまの利便性が向上するサービスを目指して、広報の充

実、検針・収納制度の見直し、ワンストップサービス※ 1 の提供、イン

ターネットを利用した受付方法の拡充、電子マネーによる支払などに

ついて検討を行い、窓口サービスの充実を図り、お客さまへ迅速に対

応できるよう改善を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道施設について、老朽化の状況を把握し、施設の統廃合や耐震化

計画と整合を図りながら、計画的に更新を行います。 

投資できる財源には限りがあり、更新期を迎えた老朽化施設の整備

については、優先順位付けが重要となります。施設の統廃合や耐震化

計画などと整合を図りながら、アセットマネジメントの観点から計画

的に更新・整備を行います。 

サービスの向上 

老朽化施設の更新 

※ 1 ワンストップサービスとは、１つの窓口でお客さまのニーズに対応できるようなサービス を

提供することをいいます。  
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第５章 基本方策 
 

４ 環境・国際：環境への貢献と国際協力  
 

省エネルギー化として、ポンプ類の運転効率の見直しなど、省エネ

ルギー診断を実施し、省エネルギー対策を考慮した設備更新を行いま

す。クリプトスポリジウム等の病原性微生物※ 1 へ対応するための施設

の更新に対して、紫外線処理などの省エネルギーの処理施設の導入な

どを検討し、電力消費量を削減し、ＣＯ２排出量の低減を目指します。 

また、自然エネルギー等の活用では、配水池などの上部を利用した

太陽光発電設備※ 2 などの自然エネルギーの利用について、導入検討を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

省エネルギー化と自然エネルギーの活用 

※ 1 病原性微生物とは、宿主に寄生することによって、その固体に何らかの異常（疾病）を起こ

させる病原体をいいます。  

※ 2 太陽光発電設備とは、太陽電池による発電システムをいいます。日当りの良いスペースに太

陽光パネルを設置し、施設内で消費する電力の一部を賄う取組が一般的に行われています。  
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第５章 基本方策 
 

 

浄水処理運転の見直しを行うなど、逆洗処理※ 1 水の減量化、排水処

理の適正化を図ります。また、毎年、漏水調査及び老朽管調査の実施

を行い、漏水の低減を図ります。 

 

 

当企業団では、研修生や視察団の受入れなどの要請があれば対応で

きるよう他国の言語に対応できる人材の配置や、技術支援の実施が可

能な体制を構築します。なお、平成２２年に中華人民共和国北京市か

らの技術視察団の受入れを行っており、今後も充実を図る必要があり

ます。 

 

 

 

 

水資源の有効利用の向上 

国際協力 

※ 1 逆洗処理とは、ろ過等を行う流 れとは逆の方向に水を流して、ろ材に蓄積した不純物を排出

することをいいます。  
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第６章 事業スケジュールと財政見込み 
 

 
 
１ 事業スケジュール  

 

第６章 事業スケジュールと財政見込み 
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第６章 事業スケジュールと財政見込み 
 

２ 財政見込み  
収入は、料金水準の上昇を抑え、お客さまへの負担を小さくすると

ともに自己資本の一層の充実を図り、安定的な経営の確保ができるこ

とになる料金改定を必要に応じ検討します。 

支出は、今後の水道事業を運営していく上で必要とされる人件費、

事務費、受水費、動力費等と、事業スケジュールで挙げた施設整備費

を確保し、健全な経営の持続の観点から企業債の借入れを抑える計画

とします。 

今後は、経営基盤の強化を図るための財政計画を策定し、業務の効

率化を進めることにより健全な経営を維持します。 

 

 

－平成 34 年度（見込み）－  

水道事業費用  

1 ,025,754 千円  
（税抜）  

水道事業費用  

1 ,037,265 千円  
（税抜）  

－平成 21 年度－  

水道事業費用構成  
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第７章 水道ビジョンの実現に向けて 

 

 
 

本水道ビジョンでは、基本理念である「安心と安全な暮らしをはぐ

くむ水道」に基づき、次の４つの基本目標を設定しています。 

１ 安心：将来にわたって安心して飲める水道水の供給 

２ 安定：生活用水としての安定した給水体制の確立 

３ 持続：効率的で持続可能な経営基盤の強化 

４ 環境・国際：環境への貢献と国際協力 

これらの基本目標を達成していくために、ＰＤＣＡサイクルにより、

計画（Ｐｌａｎ）、事業の実施（Ｄｏ）、目標達成の検証（Ｃｈｅｃｋ）、

事業の改善、向上（Ａｃｔｉｏｎ）を行い、事業を適正かつ効果的に

実施していきます。 

また、当初計画や事業推進に伴う問題点、事業の効果等を明確に検

証して、水道事業の運営に活用していきます。 

今後も、お客さまの視点に立った計画の改善・向上を適時行い、基

本目標の達成に向けて取り組んでいきます。 

 

 

 

第７章 水道ビジョンの実現に向けて 

計画（Plan） 
水道ビジョン  
計画の実施  

実施（Do） 
施策の推進  

進捗状況の管理  

改善（Action） 
未達成目標の対処  

新たなニーズの把握  
計画改善策の立案  

検証（Check） 
目標達成の検証  

お客さま満足度の把握  

西播磨水道企業団水道ビジョン  

お客さま  

ＰＤＣＡサイクル  
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